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≪留意事項≫ 

表記方法は、平成29年度香川支部事業計画に基づき以下のとおりである。 
 大項目 ：Ⅰ～Ⅲ 
 中項目 ：１ ～  ９ 

 小項目：○ 
 【総括】 
  ・ 
 
中項目については、重点的に実施したもので、総括として報告すべき事項のみ 
抜粋しているため、番号が連番となっていない場合がある。 
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平成29年度香川支部事業運営の総括について 

香川支部では、次の事項を中心に業務を実施した。 

Ⅰ. 保険者機能の発揮による総合的な取組の推進 
 １ . 保険者機能強化アクションプラン（第３期について）  

○平成30年度に向けた意見発信 
  【総括】 
  ・香川県保健医療計画の作成等について協議する第七次香川県保健医療計画作成等協議会に委員として参画し、意見発信を行った。 
 

○香川県等との包括連携による「オール香川」での健康づくり事業の推進 
  【総括】 
  ・ 香川県との「健康づくり推進のための包括的連携に関する協定」に基づき、「事業所まるごと健康宣言」事業を協働で実施し、健康経営の普及、 
   健康宣言・健康づくり実施事業の拡大を図り、28年度における優良取組事業所として12事業所を香川県と共に表彰した。 
   また宣言事業所に対し、日本健康会議が実施する「健康経営優良法人2018」を案内し、7事業所が認定を受けた。 
  ・ 各種関係団体と健康づくりの推進に向けた包括的な連携に関する協定を締結し、連携の強化を図り、より効果的な保健活動等に取り組んだ。 
 

○他の保険者、自治体・関係団体等と連携し、加入者の視点に立った積極的な広報の推進 
  【総括】 
  ・ 保険料率改定等について、自治体及び経済関係団体等が発行する機関誌への記事掲載やリーフレットの配布等を実施し、効果的な周知を図った。 
  ・ 健康保険委員への研修会（日本年金機構と合同）を有効に活用し、香川支部の成績発表、保険料率改定、健康保険制度、健康増進や健診・特定保健指導 
   の情報提供を行った。加えて、29年度は新たに、協会けんぽ単独での健康保険委員研修会を実施した。 
 

○ジェネリック医薬品の更なる使用促進 
  【総括】 
  ・ ジェネリック医薬品に切り替えた場合の「自己負担軽減額通知サービス」を実施するとともに、実施後の効果額について、納入告知書同封チラシ等の 
   広報媒体を活用し情報発信を行った。 
  ・ 香川県内の調剤薬局（501店）に対し、ジェネリック医薬品調剤割合等について、「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を送付し情報提供を行った。 
  ・ 高松市、薬剤師会と連携し、乳幼児（こども）医療証の発行や乳幼児健診案内の際に、ジェネリック医薬品使用促進のチラシおよびジェネリック医薬品 
   希望シール等を手交または同封して郵送することで、使用促進を図った。 
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○健康保険給付の適正化対策を検討・実施することにより、正確な審査に努め、事務処理誤りを防止する。 
 また、不正請求については保険給付適正化プロジェクトチームを活用するとともに、関係機関との連携を取り厳正に対応する。 
  【総括】 
  ・ 健康保険給付金の不正請求と疑われる案件については、被保険者照会を行うとともに保険給付適正化プロジェクトチームに諮り、必要に応じて 
   日本年金機構と連携して調査を実施した。 
  ・ 柔道整復施術療養費については、多部位・頻回受診者を抽出し、負傷原因・施術内容等の被保険者照会を実施するとともに適正受診の啓発を行った。 
  ・ 健康保険給付金のサービススタンダード（受付から10営業日以内に支払うことを目標）については、平均所要日数7.64日で達成率100％を維持した。 
 

○債権の発生抑制及び早期回収 
  【総括】 
  ・ 債権の発生抑制策として、退職後1ヵ月以内に多く発生している資格喪失後受診防止のため、日本年金機構が行う保険証返納催告案内 
   （資格喪失処理後早期に実施）に支部作成のチラシ・返信用封筒を同封した。その後、香川支部による再催告（資格喪失処理後2週間以内）を行った。   
   また、事業主・加入者を対象に、保険証回収についての各種広報を行うとともに、保険証未返納事業所リストを活用し、事業主に対する 
   文書による保険証回収依頼を行った。 
  ・ 債権の早期回収のため、調査決定後の速やかな納付書の送付、アウトソースの活用による毎月連続した催告及び保険者間調整の積極的な勧奨、 
   現存資格判明者への勤務先宛への催告書の送付を行った。 
   また、内容証明と支払督促を組み合わせ、年間30件の法的手続きの申立てを行った。 
 

○サービス向上の取組み 
  【総括】 
  ・ 様々な広報媒体を活用し、郵送による申請件数の拡大に努め、郵送化率を82.20％（対前年：81.39％）とした。 
  ・ お客様満足度調査結果を踏まえた支部内研修を全職員に実施し、加入者サービス向上を図った。 
 

○被扶養者資格の再確認業務の的確な実施 
  【総括】 
  ・ 関係機関と連携をとり、迅速かつ的確に被扶養者資格の再確認業務を実施するとともに未提出事業所に対し、催告文書を送付することで 
   提出率91.33％（対前年：86.64％）とした。 
 

○効果的なレセプト点検の推進 
  【総括】 
  ・ 資格点検・外傷点検については、システムを活用した適正かつ有効なレセプト点検を行うことで、効果額の向上を図った。 
  ・ 内容点検においては、「レセプト点検効果額向上に向けた行動計画」に基づき進捗管理を行い、研修・勉強会等による点検員個々の能力アップや 
   情報の共有化により、効果額の向上に繋げた。 

２ . 適正かつ迅速な給付業務の推進及びレセプト点検の推進 
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○健診の受診勧奨対策 
  【総括】 
  ・ 被保険者の生活習慣病予防健診について、健診機関の少ない東讃地区4ヶ所において新たに検診車による集団健診を実施した。 
  ・ 被扶養者の特定健診について、無料のオプショナル健診付きの集団健診を14ヶ所で実施した。 
   また、市町のがん検診との同時実施、夜間健診に加え、新たに商業施設や駅ビル等8ヶ所にて集団健診（年度末の未受診者再案内健診）を実施した。 
  ・ 事業者健診実施数が多い香川労働基準協会と連携して、文書や電話による健診結果データの提供勧奨を行い、データ取得件数を増加させた。 

４ . 特定健康診査の推進及び事業所健診データの取得促進 

○保健指導の推進対策 
  【総括】 
  ・ 保健師・管理栄養士の配置について、新規採用により定数を確保し、県下全域の事業所を訪問できる体制を整えた。 
  ・ 特定保健指導外部委託（生活習慣病予防健診の受診日当日に健診機関が特定保健指導を実施する）について、2機関と新規契約し（合計14機関）体制を整えた。 
  ・ 被扶養者の特定健診について、集団健診を実施した14ヶ所のうち4ヶ所で、集団特定保健指導「ヘルスアップセミナー」を実施した。 

５ . 特定保健指導の推進 

○その他保健事業の推進 
  【総括】 
  ・ 丸亀市と連携した健康ウォークやハーフマラソン、香川県社会保険協会と連携したボウリング大会等の健康づくり事業を実施した。 
  ・ 香川県各保健福祉事務所が所管する「健康づくり連絡協議会」及び高松市保健所が所管する「高松市健康づくり推進懇談会」に委員として参加し、 
   健診・保健指導の更なる推進や健康増進に繋がる事業の連携を図った。 

８ . 各種業務の展開 
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Ⅱ. 財政基盤強化の推進 
 １ . 加入者、事業主への情報提供 

○協会けんぽの中長期的な財政基盤の脆弱性についての適時・適切な広報を実施する 
○都道府県単位保険料率への適切な対応 
  【総括】 
  ・ 今後の協会けんぽの財政見通しや保険料率への影響について的確な情報把握に努め、様々な広報媒体や研修会を活用し積極的に情報発信を 
   実施した。  
 

○「消耗品持出簿」の徹底した活用により、職員の意識の向上や在庫管理の効率化等を図る 
○業務の効率化を目指して事務処理の見直しやアウトソースの検討を行う 
  【総括】 
  ・ 消耗品の適切な調達・在庫管理を行うとともに、事務処理の見直し、アウトソースの推進を図った。 

２ . 更なる効率化の推進 

Ⅲ. 組織力のさらなる向上 
 １ . 評議会の効果的な運営 

○支部の実情を見据えた議題・審議による評議会運営に反映させる 
○事業全般に関する指導・助言を事業運営に反映させる 
  【総括】 
  ・ 評議会において収支の見通し、保険料率等、協会けんぽ全般に関わるものや香川支部の事業について幅広く意見、助言を仰ぎ事業運営に 
   反映させた。（年4回開催） 

○本部研修の伝達及び支部の実情に応じた研修を実施する 
  【総括】 
  ・ ＯＪＴ、集合研修、自己啓発を効果的に組み合わせた人材育成制度の定着を図った。 
   また、職員全員が「協会けんぽの顔」であることを自覚し、事業訪問事業に必要なスキルを身に着けるために営業に関する研修を集中的に実施した。 

２ . 人材育成の推進 

○日常業務における問題意識の醸成と改善提案等を推進する 
  【総括】 
  ・ 主任、スタッフによるボトムアップ会議において、積極的に意見交換を行い、具体的な改善提案を行った。 

３. 業務改革の推進 
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○定期的な委員会の開催（年3回）により遵守の徹底を図る 
  【総括】 
  ・ コンプライアンス委員会、個人情報保護委員会を定期的に開催するとともに、研修及びグループ内での周知をあわせて実施し、遵守の徹底を図った。 

５ . コンプライアンス・個人情報保護の徹底 

○香川支部初動対応マニュアルに基づいて、防災訓練を定期的に実施することにより、各職員が担当する役割の徹底や防災意識の向上を図る 
  【総括】 
  ・ 支部初動対応マニュアルを随時改正するとともに、入居ビルの防災・避難訓練の実施等を通じて職員の防災意識の向上を図った。 

９ . 大規模災害に備えた対策 
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事業内容 実施状況等 課題等 

平成28年度 平成29年度 備考 

 
健康保険委員について 
 

2,427名 2,411名 △16名 
・健康保険委員へのインセンティブ創設 
 （委員のみへの情報提供の充実） 
・未委嘱事業所への効果的な委嘱勧奨 

 
ジェネリック医薬品の使用促進 
 

＋3.1％ 
（平成30年3月分 

香川72.0％） 

・全国平均との差の縮小 
・関係機関等への協力要請 

 
サービススタンダードの遵守 
 

サービススタンダードとは、 

一部の現金給付について
申請書受付から10営業日
以内に支払うこと 

・実施状況を維持するためには 
 業務プロセスの標準化・効率化・簡素化を 
 確実に実施していく。 

 
レセプト点検 
 

・効果額は加入者一人当
たりについて 
・内容効果額＝査定分を 
 含む 

・保険証回収の徹底 
・業務災害・通勤災害についての適正受診の周知広報 
・レセプト点検員のスキルアップ 

 
返納金・損害賠償金債権回収 
 

 
 
 
 
 

・金額ベース収納率 

・保険証回収の徹底 
・新規発生債権の早期回収 
・法的措置の積極的な実施 
・保険者間調整の積極的な活用 

 
保健事業 

 
 
 
 
 

・健診受診率向上 
・保健指導外部委託機関の拡大 
・保健指導の質の向上 
・糖尿病性腎症の重症化予防 

各事業における実施状況および課題は以下のとおりである。 

年度平均 
数量ベース調剤分 

66.0％（香川支部） 
68.8％（全国平均） 

100％ 
（平均所要日数7.40日） 

100％ 
（平均所要日数7.64日） 

効果額 

（資格）1,762円 
（外傷）  319円 
（内容）  227円 

効果額 

（資格）1,492円 
（外傷）  386円 
（内容）  351円 

健診 
・被保険者  51.4％ 
・被扶養者  27.5％ 
 

保健指導 
・被保険者  28.2％ 
・被扶養者   4.7％ 

健診 
・被保険者  56.9％ 
・被扶養者  27.8％ 
 

保健指導 
・被保険者  30.9％ 
・被扶養者   5.3％ 

健診 
・被保険者  +5.5％ 
・被扶養者  +0.3％ 
 
保健指導 
・被保険者  +2.7％ 
・被扶養者  +0.6％ 

現年度分 
・返納金  81.9％ 
・損賠金  95.3％ 
 

過年度分 
・返納金  24.0％ 
・損賠金    3.7％ 

現年度分 
・返納金  70.7％ 
・損賠金  81.5％ 
 

過年度分 
・返納金  29.8％ 
・損賠金  57.0％ 

年度平均 
数量ベース調剤分 

69.2％（香川支部） 
72.0％（全国平均） 

健診の被保険者は、40歳

以上の生活習慣病予防健
診受診者＋事業者健診受
診者の合計。 
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参考資料 

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

１０．

１１．

関係団体との連携・会議等実施状況

返納金・損害賠償金債権回収状況

　　　　　※各項目の数値は【速報値】であり、変更になる可能性があります。

事業所・被保険者・任意継続被保険者・被扶養者・平均標準報酬月額の状況

医療費の状況

現金給付費の状況

レセプト点検状況

ジェネリック医薬品使用割合

窓口受付・相談件数の状況

メールマガジン配信件数、健康保険委員の委嘱者数

広報実施状況

被扶養者資格の再確認業務の状況

目　次



１．事業所・被保険者・任意継続被保険者・被扶養者・平均標準報酬月額の状況

平成29年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

事業所数 18,382 18,469 18,497 18,536 18,574 18,634 18,685 18,752 18,803 18,875 18,903 18,925

被保険者数 227,788 229,012 229,397 229,578 229,388 229,368 229,685 229,909 230,100 230,148 230,180 229,795

任意継続被保険者数（再掲） 2,419 2,407 2,389 2,383 2,378 2,354 2,359 2,362 2,340 2,360 2,349 2,366

被扶養者数 158,512 157,480 157,254 157,291 157,168 156,945 157,170 157,372 157,413 157,797 158,055 158,050

平均標準報酬月額 267,698 267,088 266,866 267,297 268,067 271,654 271,477 271,310 271,221 271,276 271,210 271,162

※被保険者数・被扶養者数は任意継続加入者を含み、日雇加入者を除く

※協会けんぽ月報　第1表　都道府県別加入者数等の状況・標準報酬等級別、標準賞与額別被保険者数の状況より作成
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10 
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２－１．医療費の状況

（円）

平成29年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

入院 4,108 4,625 4,538 4,519 4,942 4,705 4,761 4,275 4,489 4,281 4,273 4,365

入院外（調剤を含む） 8,839 9,384 9,263 8,974 8,886 8,880 9,177 9,090 9,689 9,944 9,424 10,416

歯科 1,642 1,661 1,791 1,756 1,685 1,669 1,689 1,615 1,707 1,556 1,598 1,851

合計 14,589 15,670 15,592 15,250 15,514 15,253 15,627 14,980 15,885 15,781 15,295 16,631

※協会けんぽ月報　第3表　都道府県別診療費諸率より作成

【加入者一人当たりの医療費】

※端数整理（円未満四捨五入）のため計数が整合しない場合がある
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28年度香川支部 29年度香川支部 29年度全国平均

円 加入者１人当たり医療費（合計）
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２－２．医療費の状況

（千円）

平成29年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

医科（入院） 1,586,853 1,787,505 1,754,573 1,748,288 1,910,491 1,817,459 1,841,730 1,655,588 1,739,440 1,660,715 1,658,908 1,692,756 20,854,306

医科（入院外） 2,278,262 2,437,311 2,443,882 2,361,567 2,313,142 2,312,311 2,400,151 2,340,432 2,485,100 2,614,132 2,457,443 2,689,944 29,133,677

歯科 634,263 642,057 692,541 679,503 651,472 644,677 653,474 625,596 661,294 603,712 620,206 717,873 7,826,668

調剤 1,136,074 1,189,618 1,137,781 1,110,388 1,121,901 1,118,096 1,150,078 1,179,890 1,269,649 1,243,655 1,201,424 1,349,770 14,208,324

その他 140,336 145,870 146,953 145,643 150,183 149,725 152,499 *** *** *** *** *** ***

合計 5,775,788 6,202,361 6,175,730 6,045,389 6,147,189 6,042,268 6,197,932 *** *** *** *** *** ***

※上記の医療費とは社会保険診療報酬支払基金審査分（入院、入院外、歯科、調剤、入院時食事療養費・生活療養費、訪問看護）、療養費、移送費に係るものである

その他
57883
11921
80379

※協会けんぽ月報　第2表　都道府県別保険給付費・医療費の状況より作成

※端数整理（千円未満四捨五入）のため計数が整合しない場合がある
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百万円 医療費の推移
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３．現金給付費の状況

（千円）

平成29年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

療養費 54,498 60,246 57,129 55,828 57,521 59,889 57,518 57,537 61,068 54,711 56,154 53,222 685,321

柔道整復（再掲） 44,320 46,426 46,721 47,927 48,450 50,059 47,952 48,004 48,895 45,795 44,122 42,439 561,110

高額療養費 29,755 22,730 21,742 23,568 18,352 21,936 16,760 17,896 24,698 9,960 21,947 26,233 255,577

傷病手当金 131,622 150,072 148,631 131,015 144,093 147,580 164,417 159,550 141,995 165,631 151,239 177,978 1,813,823

出産手当金 48,062 56,381 61,623 46,334 59,720 52,128 48,983 59,241 60,049 59,860 45,871 59,589 657,841

出産育児一時金 125,507 142,699 128,744 109,286 134,884 138,833 147,092 131,205 141,321 131,671 96,013 140,458 1,567,713

埋葬料（費） 1,450 1,700 1,150 2,150 1,850 1,600 1,700 2,050 1,600 1,250 2,150 1,800 20,450

合計 390,894 433,828 419,019 368,181 416,420 421,966 436,470 427,479 430,731 423,083 373,374 459,280 5,000,725

出典：情報系メインメニュー

※高額介護合算療養費は高額療養費に合算して集計している

※端数整理（千円未満四捨五入）のため計数が整合しない場合がある

※出産育児一時金について、平成27年7月より、差額なし分についても決定金額として含まれている。（新システムによるもの）

※入院時食事療養費・生活療養費（標準負担額差額支給）と移送費は療養費に合算して集計している

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

28年度香川支部 29年度香川支部

(千円) 現金給付費の推移
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４．レセプト点検状況

（円）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

86,585,691 55,261,005 79,837,486 63,288,383 74,672,029 89,109,260 57,486,692 64,545,750 92,990,710 83,719,635 51,528,738 63,638,929

資格点検 111 230 349 439 536 685 789 917 1,107 1,284 1,385 1,492

外傷点検 99 110 174 191 204 246 278 300 321 337 351 386

内容点検 14 27 51 108 191 230 243 259 288 311 329 351

合計 224 367 574 737 930 1,161 1,310 1,476 1,716 1,932 2,065 2,229

平成29年度

効果額（単月）

加

入

者

一

人

当

た

り

効

果

額

（
累

計

）
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効果額（単月）

百万円
１人当たり効果額

円
レセプト点検状況
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５．ジェネリック医薬品使用割合　 （％）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

香川 67.8 67.7 68.2 67.4 67.7 68.3 68.4 68.9 69.8 71.6 71.8 72.0

全国平均 70.6 70.7 70.9 70.1 70.6 71.2 71.1 72.0 72.7 74.3 74.6 75.0

香川 14.2 13.8 14.0 14.9 14.7 15.5 16.3 15.7 16.3 15.6 15.7 17.0

全国平均 15.9 15.9 16.0 16.6 16.6 17.4 18.1 18.3 18.3 18.1 18.3 19.2

(%)

注1.　協会けんぽ（一般分）の調剤レセプト（電子レセプトに限る）について集計したもの（算定ベース）。

注2.　加入者の適用されている事業所所在地の都道府県ごとに集計したもの。

注3.　「数量」とは、薬価基準告知上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注4.　[後発医薬品の数量]／（[後発医薬品のある先発医薬品の数量]＋[後発医薬品の数量]）で算出している。医薬品の区分は、厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」による。

平成29年度
数

量

ベ

ー

ス

金

額

ベ

ー

ス

都道府県支部別ジェネリック医薬品使用割合（数量ベース）　（調剤分）（平成 30年3月分）

香
川
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６．窓口受付・相談件数の状況

（件）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 月平均

受付 229 201 173 221 202 172 168 194 181 226 236 217 2,420 202

相談 189 144 157 155 148 146 156 141 142 163 142 177 1,860 155

合計 418 345 330 376 350 318 324 335 323 389 378 394 4,280 357

受付 805 678 699 659 762 662 688 615 644 688 601 690 8,191 683

相談 419 261 272 245 229 224 271 253 207 227 239 341 3,188 266

合計 1,224 939 971 904 991 886 959 868 851 915 840 1,031 11,379 948

受付 1,034 879 872 880 964 834 856 809 825 914 837 907 10,611 884

相談 608 405 429 400 377 370 427 394 349 390 381 518 5,048 421

合計 1,642 1,284 1,301 1,280 1,341 1,204 1,283 1,203 1,174 1,304 1,218 1,425 15,659 1,305

※各種申請書等の申請の際の相談については、「受付件数」に計上し、「相談件数」には含めない

※船員保険関係の受付・相談件数を含む

全体

平成29年度

善通寺

支部
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件 窓口受付・相談件数
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７．メールマガジン配信件数、健康保険委員の委嘱者数

（件）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度合計 月平均

558 576 643 1,777 592

699 678 680 683 682 660 659 4,741 677

672 673 689 691 709 715 726 756 791 804 827 831 8,884 740

（人）

管轄年金事 務所
平成29年

3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

高松東 871 870 870 871 870 870 872 872 871 872 872 869 869

高松西 738 739 736 736 734 732 732 733 733 733 733 733 731

善通寺 818 816 814 814 813 813 813 813 813 813 812 812 811

合　計 2,427 2,425 2,420 2,421 2,417 2,415 2,417 2,418 2,417 2,418 2,417 2,414 2,411

27年度

28年度

【メールマガジン配信件数】

委
嘱
者
数

【健康保険委員の委嘱者数】

29年度

（配信休止）



８．広報実施状況（平成29年度）

広報媒体 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

納入告知書

・被扶養者資格再確認

・転職等で新たに保険証を取得さ

れた方へ

・生活習慣病予防健診のご案内

・定期健診結果データの提供の

お願い

・被扶養者資格再確認

・ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品を使ってみませ

んか？

・協会けんぽ香川支部と高松市

で医療費の分析を行いました

・マイナンバー制度における本人

確認の取り扱いについて

・保険証の回収について

・マイナンバー制度による情報連

携の開始について

・被扶養者状況リストの提出につ

いて

・改正個人情報法施行に伴う保

健指導情報の共同利用について

・健康経営取組事業所として54

社が認定されました

・健康経営セミナーの開催につい

て

・ジェネリック医薬品に関するお

知らせをお送りします

・「事業所まるごと健康宣言」第1

回優良取組事業所を表彰いたし

ました！

・協会けんぽの平成28年度決算

見込みのお知らせ

協会だより

・定期健診結果データの提供の

お願い

－

・限度額適用認定申請書の記入

ポイントについて

－ － －

メルマガ

・生活習慣病予防健診のご案内

・転職等で新たに保険証を取得さ

れた方へ

・被扶養者資格再確認

・ジェネリック医薬品軽減額通知

サービスの実施結果について

・健康サポート情報

・協会けんぽにおけるマイナン

バーの取扱いについて

・申請書の取扱いについて

・限度額適用認定申請書の記入

について

・保険証の回収はお済みです

か？

・健康サポート情報

・保健指導に関する個人情報の

共同利用について

・被扶養者資確認の実施方法に

ついて

・保険証再交付申請のポイントに

ついて

・健康保険委員の募集について

・健康サポート情報

・平成２８年度協会けんぽの決

算見込みについて

・讃岐のイッピン！ええもんフェ

スタ2017の出展について

・香川県医師会との協定締結に

ついて

・傷病手当金等の事業主証明欄

の記入ポイントについて

・健康サポート情報

・[事業所まるごと健康宣言」第1回優良

取組事業所の表彰について

・健康経営セミナーにご参加ください

・香川県薬剤師会との協定締結につい

て

・70歳以上の高額療養費の上限額が変

わります（平成29年8月診療分から）

・健康サポート情報

・届書・申請書作成支援サービ

スが始まりました

・住所変更届の提出をお願いしま

す

・健康経営セミナーにご参加くだ

さい

・香川県歯科医師会との協定締

結について

・健康サポート情報

広報媒体 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

納入告知書

・ご家族様にぜひお伝えください！無料

集団健診を実施します！

・健康経営優良法人2017(中小規模法

人部門）に香川県から4社認定！

・医療関係団体3師会と健康づくりの推

進に向けた協定を締結しました！

・平成29年度「第27回ふるさと健康

ウォークin丸亀」にご参加ください！

・住所変更届の提出をお願いしま

す

・届書・申請書作成支援サービ

スが始まりました

・被扶養者状況リストの提出につ

いて

・第三者等の行為による傷病届

の提出について

・切り札は、ジェネリック！～第1

話～

・マイナンバーの情報連携による

添付書類について

・生活習慣病予防健診の申込み

はインターネットが便利です！

・切り札は、ジェネリック！～第2

話～「ジェネリック医薬品軽減額

通知」

・「医療費のお知らせ」が医療費

控除に使用できるようになりまし

た！

・平成30年3月分（4月納付分）～

の協会けんぽの保険料率につい

てお知らせします。（料額表あり）

・切り札は、ジェネリック！～第3話～

「花粉症の薬」

・日本年金機構からのお知らせ～被保

険者氏名変更（訂正）届・被保険者住所

変更届の手続きが変わります！～

・退職される方、扶養家族から外れる方

の保険証の回収は速やかに

・退職後の健康保険について

協会だより

・社長！今こそ、健康経営です！

・「傷病手当金支給申請書」事業

主証明欄の記入にあたっての注

意点

－ － － － －

メルマガ

・健康保険委員を募集しています

・「第27回ふるさと健康ウォークin

丸亀」が開催されます

・「第28回県民スポレク祭」に

ブースを出展します

・健康サポート情報

・今月の担当者からのお知らせ

・ジェネリック医薬品を使ってみま

せんか？

・傷病手当金の待期期間につい

て

・マイナンバーによる情報連携に

ついて

・健康サポート情報

・今月の担当者からのお知らせ

・傷病手当金の事業主証明につ

いて

・年末年始の営業について

・健康サポート情報

・今月の担当者からのお知らせ

・集団健診を実施します！～善

通寺市、東讃地区～

・傷病手当金の事業主証明につ

いて

・健康サポート情報

・今月の担当者からのお知らせ

・特定健診（無料）の集団健診を

実施します！

・「医療費のお知らせ」は医療費

控除に使用できます

・健“幸”支援産業創出フォーラ

ムを開催します

・健康サポート情報

・今月の担当者からのお知らせ

・資格喪失届は速やかにご提出

ください

・氏名変更（訂正）届、住所変更

届の手続きが変わりました

・健康サポート情報

18 
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９．関係団体との連携・会議等実施状況（平成29年度）
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

評議会 第1回 第2回 第3回 第4回
第七次香川県

保健医療計画

作成等協議会

第七次香川県

保健医療計画

作成等協議会

第七次香川県

保健医療計画

作成等協議会

第七次香川県

保健医療計画

作成等協議会

第七次香川県

保健医療計画

作成等協議会

香川県国民健

康保険運営協

議会

香川県国民健

康保険運営協

議会

香川県国民健

康保険運営協

議会

香川県保険者

協議会

香川県保険者

協議会専門部

会

西讃保健福祉

事務所健康づく

り推進協議会

香川県保険者

協議会

東讃保健福祉

事務所健康づく

り推進協議会

香川県後期高

齢者医療広域

連合懇話会

香川県ジェネ

リック医薬品セミ

ナー

東讃保健福祉

事務所健康づく

り推進協議会

中讃保健福祉

事務所健康づく

り連絡協議会

香川県糖尿病

対策検討会

多度津町国保

運営協議会

多度津町国民

健康保険運営

協議会

多度津町国民

健康保険運営

協議会

高松市国民健

康保険運営協

議会

第2次三豊市健康

増進計画・食育推

進計画策定委員会

綾川町国民健

康保険運営協

議会

高松市国民健

康保険運営協

議会

　
高松市健康づく

り推進懇談会

直島町のがん検診

と同時実施の集団

特定健診

小豆島町国民

健康保険運営

協議会

小豆島町国民

健康保険運営

協議会

　

丸亀市国民健

康保険運営協

議会

丸亀市国民健

康保険運営協

議会

丸亀市国民健

康保険運営協

議会

坂出市国民健

康保険運営協

議会

東かがわ市国

民健康保険運

営協議会

観音寺市国民

健康保険運営

協議会

観音寺市国民

健康保険運営

協議会

観音寺市国民

健康保険運営

協議会

柔道整復師審
査会

柔道整復師審
査会

柔道整復師審
査会

柔道整復師審
査会

柔道整復師審
査会

柔道整復師審
査会

柔道整復師審
査会

柔道整復師審
査会

柔道整復師審
査会

柔道整復師審
査会

柔道整復師審
査会

柔道整復師審
査会

支払基金幹事

会

支払基金幹事

会

支払基金幹事

会

支払基金幹事

会

支払基金幹事

会

支払基金幹事

会

支払基金幹事

会

支払基金幹事

会

支払基金幹事

会

支払基金幹事

会

支払基金幹事

会

支払基金幹事

会

年金機構連絡

調整会議

年金シニアライ

フセミナー

年金機構連絡

調整会議

平成29年度年金委

員・健康保険委員

香川県研修会

年金機構連絡

調整会議

香川県地域年

金事業運営調

整会議

香川県社会保険協

会善通寺支部及び

善通寺社会保険委

員会合同役員会

高松西社会保

険委員会総会

香川県社会保

険委員会連合

会理事会

香川県地域年

金事業運営調

整会議

香川県社会保険協

会高松西支部事業

運営委員会

香川県社会保

険委員会連合

会理事会

高松東社会保

険委員会支部

長会

高松東社会保

険委員会総会

香川県社会保険協

会高松東支部及び

高松東社会保険委

員会合同役員会

香川県社会保険協

会善通寺支部及び

善通寺社会保険委

員会合同役員会

関係団体

県関係

市町関係
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１０． 返納金・損害賠償金債権回収状況

【平成２９年度月次（H29.4.1～H30.3.31）】

期首残高 現年度 前年以前分 現年度 前年以前分 現年度 合計

調定件数（件） 0 - 0 - 0 - 0

調定額（円） 0 - 0 - 0 - 0

調定件数（件） 409 1,157 144 857 35.82 78.34 66.91

調定額（円） 20,160,546 48,970,507 5,675,221 33,426,751 29.77 70.71 58.94

調定件数（件） 15 394 7 379 46.67 96.93 95.07

調定額（円） 7,433,898 140,361,544 4,380,008 114,132,457 57.05 81.48 80.21

【平成２８年度（H28.4.1～H29.3.31）】

期首残高 現年度 前年以前分 現年度 前年以前分 現年度 合計

調定件数（件） 1 - 0 - 0 - 0

調定額（円） 1,510,000 - 0 - 0 - 0

調定件数（件） 382 1,187 173 920 45.77 81.63 72.62

調定額（円） 17,848,433 44,111,040 4,215,390 34,226,054 24.03 81.91 64.79

調定件数（件） 18 362 4 348 25.00 96.40 93.37

調定額（円） 11,171,422 111,600,267 409,291 105,947,591 3.72 95.29 87.04

注）承継分については、時効により償却となったため平成29年度からは0件

返納金

調定 回収 回収率(％)

承継分

承継分

返納金

損害賠償金

損害賠償金

調定 回収 回収率(％)
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１１． 被扶養者資格の再確認業務の状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

事業所数 11,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0

累計 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655

事業所数 2,042 6,897 919 538 237 17 0 0 0 0

累計 2,042 8,939 9,858 10,396 10,633 10,650 10,650 10,650 10,650 10,650

17.5% 76.7% 84.6% 89.2% 91.2% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4% 91.4%

事業所数 6 124 148 262 49 7 3 3 0 1

累計 6 130 278 540 589 596 599 602 602 603

削除人数 6 143 169 377 62 8 7 3 0 1

累計 6 149 318 695 757 765 772 775 775 776

未提出事業所への勧奨
勧奨件数

9月 1,764件

10月 33件

※1　勧奨対象分以外の提出件数も含む

10人以上の確認対象者がいる事業所

全未提出事業所

対象事業所 勧奨後提出件数※1

407件

20件

扶養削除依頼数
（協会→年金事務所）

平成29年度

発　送
（協会→事業所）

回　収
（事業所→協会）

回収率

被
扶
養
者
状
況
リ
ス
ト


